
厚生労働省委託事業［医療機器の臨床研究に関する相談窓口のご案内］ 

 

 

本メールは日本学術会議協力学術研究団体として掲載されている 

学会様に BCC にて配信しております。 

 

各位 

  

平素より大変お世話になっております。 

厚生労働省より臨床研究推進事業(医療機器の開発にかかる臨床研究体制の支援事業)を受託し、［医療機器の臨床

研究に関する相談窓口］の事務局を運営しております、 

公益財団法人医療機器センターの松橋と申します。 

   

この度、［医療機器の臨床研究に関する相談窓口］の紹介資料を作成しましたのでご案内申し上げます。 

※ 紙媒体をご希望される場合には、下記事務局宛にご希望部数と合わせてご連絡ください。 

  

［相談窓口のウェブサイト］ 

https://www.rinsyoukenkyuu-md.mhlw.go.jp 

  

[ご相談頂ける内容の例] 

 計画している臨床研究の臨床研究法への該当性の相談 

 臨床研究法における必要な手続きの情報提供 

 研究実施体制に関するご相談 

 医療機器該当性に関する窓口のご案内 

  

臨床研究法への該当性をはじめ、医療機器の臨床研究の全過程におけるご相談に応じ、適切な判断の下に安心し

て研究を進めていただくお手伝いをします。 

  

貴学会の会員の皆様に御周知を頂けますと幸いです。 

  

よろしくお願い申し上げます。 

  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

臨床研究推進事業(医療機器の開発にかかる臨床研究体制の支援事業)運営事務局 

(公益財団法人医療機器センター附属医療機器産業研究所) 

  

〒113-0033 東京都文京区本郷 1-28-34 2F 

E-mail： md-rinsyoukenkyuu@jaame.or.jp 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 


